
 

 

 

 

質問① 「生活習慣病予防健診」と「特定（メタボ）健診」はどちらを受診したらよいですか？ 

【回答】 

まず、「生活習慣病予防健診」と「特定（メタボ）健診」のどちらか選べるのは、４０歳以上の続柄「任意継続本人」と「妻」

の方のみです！ 

続柄・年齢により補助金の出る健診方法が異なります。ご自身はどの健診を受診できることになっているか確認しましょ

う！ 

●40歳以上の「任意継続の本人」・「妻」  

⇒ 「生活習慣病予防健診」 と 「特定（メタボ）健診」 のどちらか一方を選択できます。 

●40歳未満の「妻」 ⇒ 「生活習慣病予防健診」のみ受診できます。 

●40歳以上の「妻以外の被扶養者」 ⇒ 「特定（メタボ）健診」 のみ受診できます。 

 

★★☆☆４０歳以上の「妻」の方が健診を選ぶポイント！☆☆★★ 

「特定（メタボ）健診」は、メタボリックシンドロームの予防・解消に特化したコンパクトな検査内容となっており、逆に「生活

習慣病予防健診」は特定（メタボ）健診の内容よりも多くの検査項目（胸部Ｘ線検査や胃部検査など）を総合的に受診

することができます。 

ご自身の健康状態に応じて胃部検査や各種がん検診等をご希望の方は『生活習慣病予防健診』の受診をおすすめ

いたします。 

※検査内容の違いについては、検査項目をご参照いただき受診を検討ください！ 
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質問② 近くにエア・ウォーター健康保険組合と契約している医療機関がないのですが、健診を受けるこ

とができますか？ 

【回答】 

お住まいの地域で「生活習慣病予防健診」または「特定（メタボ）健診」を実施している医療機関にて受診可能です。そ

の際も健保より補助金の支給がありますので、一度医療機関に健診費用全額をお支払いただき、後日健康保険組合

に請求をお願いします。※「特定（メタボ）健診」は原則窓口負担なしで受診できます。 
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質問③ 契約医療機関で受診した際に発生する「自己負担金」を健保に請求したいのですが…？ 

【回答】 

金額の大小にかかわらず、契約医療機関の窓口負担していただいた自己負担分の補助金申請はできません。 

なぜならこの自己負担分というのは健康保険組合からの補助金分を直接医療機関に支払った上で、検査料金が補

助金額を超過してしまったために発生しているからです。 

例）肺ＣＴ検査を受診して 6,050円窓口で負担した。 

 ⇒ この医療機関では肺ＣＴ検査を受診するのに実際は 14,850 円の費用が発生しており、その内健保補助金の

8,800円は直接医療機関にお支払します。しかし、実際の費用より補助金の額が少ないため差額 6,050円が発

生してしまい、この分については受診者に負担をお願いしております。 

 

 

健  康  診  断   Ｑ  ＆  Ａ 

健康保険組合によくご質問いただく項目についてまとめております。 
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質問④ 健診は受診せず、がん検診のみの補助金の申請をしたいのですが…？ 

【回答】 

続柄「本人」「妻」の方はがん検診等も補助金の対象となっておりますが、がん検診単体での補助金支給は行っていま

せん。 

がん検診等は「生活習慣病予防健診」または「特定（メタボ）健診」を受診されている方にオプションとして支給させてい

ただくことから補助金を支給するためにはがん検診以外の健康診断も受診いただく必要があります。 

パート先や市町村等で受診されている場合はその結果表のコピーを添付いただければ支給可能です。 補助金申請

の際は、『補助金交付申請書』・『健診結果表（通常の健診結果とオプション分結果の両方がわかるもの）』・『質問票

（40歳以上の方）』・『オプション検査分領収書（原本）』を健康保険組合まで送付願います。 

 

※続柄「妻」の方以外は「特定(メタボ)健診」のみが補助対象となり、がん検診は対象外となります。 
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質問⑤ 「健診」と「検診」では何が違いますか？ 

【回答】 

「健診」とは健康診断の略語で、健康であるかを調べるために行い、「検診」はがん検診など特定の病気を早期発見す

ることを目的としています。 

ただし、「検診」を受診される場合は全額自己負担をする旨を伝えていただかないと健康保険を適用させる場合があり、

その場合は３割負担となるので健保からの補助金の支給がなくなってしまいます。保険証を使用して受診しているケー

スが多いので、受診の際はご注意ください。 

ただし、全額自己負担で受診すると補助金支給があっても最終的な個人負担が大きくなる場合もありますので事前に

費用を医療機関に確認してください。 
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質問⑥ 人間ドック受診についても補助金の支給はありますか？ 

【回答】 

人間ドックへの補助金制度はありませんが、生活習慣病予防健診と同じ項目を受診されている部分について生活習

慣病予防健診と同額の補助金を支給しております。（補助金上限額については「補助金一覧」をご参照ください。） 

受診される際は一度費用全額を自己負担していただき、後日健康保険組合に請求をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

その他、何かご不明な点は直接健保にご確認ください！ 

エア・ウォーター健康保険組合 

TEL：０１１－２１２－２８４１ 

FAX：０１１－２３１－１９８０ 


